
速 度 取 締 り 管 理 指 針 徳島中央警察署
 ◆ 速度取締り重点 ◆

 　　次の路線、時間帯を重点に速度違反取締り活動を行います。
重点以外の路線、時間帯であっても、ランダムな取締りをバランス良く 　 ただし、

  取り入れます。
 

重点路線 重点時間帯 区間 規制速度 
 
     　　６：００～　８：００ ５０km/h
      国道５５号 万代町～大松町

  １８：００～２４：００ 法定 
 
     　１０：００～１６：００ 上八万町～神山町 ５０km/h
      国道４３８号                

　１８：００～２１：００ 紺屋町～城南町 ４０km/h 
 
     　　６：００～１０：００ ５０km/h
      徳島環状線 住吉～新浜本町

　１４：００～１６：００ 法定

▼　過去５年間の人身交通事故は、午前8時か ◆管内における交通実態◆ 
　ら午前10時までの出勤時間帯、午後4時から　　路線別・危険認知速度別事故発生状況 
　午後6時までの帰宅時間帯に多発し、路線別　　　　　　　　　　 過去５年間の人身事故件数（ ）
　では市道が最も多く、次いで国道55号、県

 　道徳島環状線、徳島小松島線の順である。
 
▼　交通事故は、追突や出会頭など交差点付
　近での事故が大多数を占めている。また交
　通事故の原因としては、脇見や考え事など
　で前方をよく確認せず運転し、交通事故に

 　なる場合が多い。
 
▼　過去５年間の路線別の危険認知速度が、
時速５０㎞を超える事故件数を路線別に比
較したところ、国道５５号、徳島環状線、
国道438号の順に多く、国道５５号では、時
速７０ｋｍを超える交通事故が６件発生し
ている。

 ◆管内における令和５年中における交通事故特徴等◆
、 （ ．○　令和５年中の管内における人身交通事故の件数は４９９件であり 前年比では３５件の増加 ７

 ５％増）である。交通死亡事故は４件４名（前年比＋１）の発生があった。
　事故形態は、歩行者と車両の事故が３件で、うち、横断中の歩行者と車両の事故が２件である。

 また、車両同士の出会い頭が１件であった。
○　県北部へつながる国道１１号と県西部へつながる国道１９２号が合流する徳島本町交差点周辺や

県南部とつながる国道５５号が慢性的に混雑し、交差点及びその周辺における交通事故が発生して
 いる。

○　徳島東環状線及び徳島南環状線の整備、徳島南部自動車道の徳島津田ＩＣまでの延伸等の道路環
境の変化により、津田地区を中心として交通流の増加が見られ、通勤車両等が渋滞を避けて、学校
や住宅街等のある生活道路へ進入するほか、幹線道路である主要な県道には歩道が整備されていな

 い部分があるなど、道路環境を原因とした交通事故も発生している。
○　秋田町、紺屋町及び栄町等の県下最大の歓楽街を有し、深夜及び早朝における飲酒運転事故の発

生も見られる。

 ◆取締り要望◆
 ○　阿波しらさぎ大橋を中心とした、徳島環状線における「速度超過」

 ○　学校周辺のスクールゾーンを抜け道として利用する「通行禁止違反」
○　主要幹線道路における携帯電話使用等の「ながら運転」

 ◆その他の取締り要点◆
 ○　高齢者や児童などの歩行者保護を目的とした横断歩行者妨害違反

 ○　通勤・通学時間帯の抜け道に利用されている通学路の通行禁止違反
 ○　飲酒・暴走運転、速度超過違反等の死亡事故に直結する悪質・危険性の高い交通違反

 ○　自転車の利用者が多い路線において、自転車に対する交通安全指導・違反取締り



  速度取締り管理指針

 

 １　速度取締りの重点

 　・　令和５年中において、交通事故の原因となる車両等の違反が「最高速度」となる

 交通事故の発生はありませんでしたが 過去５年間に遡ると１１件発生しています、 。

   ・ 速度取締り管理指針」中の表に記載しているとおり「

 国道５５号、国道４３８号、徳島環状線

 の３路線を重点路線として速度違反取締りを実施します。

 また、この重点路線・時間帯以外においても機動的な取締りを実施します。

 ２　過去５年間の危険認知速度

　平成３１ 令和元年 年から令和５年の５年間の交通事故当事者の危険認知速度 ５（ ） （

 ０ｋｍ／ｈ超過）については、別表１及び２のとおりです。

 ３　令和５年中の管内における交通事故特徴等

 　・　追突及び出会い頭事故が、

 人身総数４９２件中、２９９件（前年総数４６５件中、２８６件）

 で、人身事故全体の６０．８％を占めており、昨年とほぼ同比率です。

  ・　発生時間帯別では、平日朝夕の通勤時間帯に事故が多発する傾向があり、同時間

 帯に交通指導取締りの必要性があります。

 ４　取締り要望

 　・　阿波しらさぎ大橋を中心とした、徳島環状線における速度超過違反

 　・　学校周辺のスクールゾーンなど通学時間帯における「車両通行禁止」違反

 　・　主要幹線道路における携帯電話使用等の「ながら運転」

 ５　おわりに

　重点路線のみならず、他路線においても機動的に速度違反取締りを実施し、ドライ

バーに緊張感を与えることにより危険認知速度を低下させ、交通事故総数を減少させ

 る交通取締りを実施します。

　また、通学路や抜け道等の生活道路においても、可搬式オービスを活用した速度取

締りを実施します。     
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